
松川町定例農業委員会議事録 第 11回（2月） 

1 開催日時 令和 3年 2月 19日（金） 16：00 ～ 17：30 

2 開催場所 松川町役場 協議会室 

3 出席委員 16人 

会  長   1番 松 下 敏 章 

   会長代理  16番 北 林 秀 昭 

委  員   2 番 塩 沢 澄 夫   3 番 中 平 文 幸   4 番 清 水 祐 一   

5 番 古 谷 は る み  6 番 矢 沢 茂 徳     7 番 大 澤 美 子   

8 番 松 下 守        9 番 北 沢 ひ ろ み   10 番 宮 島 善 英     

11 番 松 下 正 美    12 番 松 脇 崇     13 番 大 場 健 彦      

14番 新 井 正 彦   15番 宮 沢 和 文 

 

4 議事日程 

議案第１号 農地法第 3条の規定による許可申請に対する可否並びに意見決定につい

て 

議案第２号 農地法施行規則第 29条第 1項の規定による届出に対する可否並びに意見

決定について 

議案第３号 農地法第 4条の規定による許可申請に対する可否並びに意見決定につい

て 

議案第４号 農地法第 5条の規定による許可申請に対する可否並びに意見決定につい

て 

議案第５号 農業経営基盤強化促進法に基づく農用地利用集積計画について 

 

 

5 農業委員会事務局職員 

   係長 宮 島 公 香   主事 塚 本 潤 

 

6 会議の概要 

（1）開会 －宮島係長 開会― 

（2）会長挨拶  －松下（敏）会長挨拶― 

（3）議事録署名委員及び書記の任命 

会長より 15番 宮沢 委員  16番 北林 会長代理 を指名 

（4）議事 

  議案第 1号 

  農地法第 3条の規定による許可申請に対する可否並びに意見決定について 

  ○会長 

   事務局より説明をお願いいたします。 

  ○事務局説明 



   1番 元大島 3筆 2,326㎡ 田 所有権 

  ○中平委員説明 

   譲受人は町外の方ですが、農地所有適格法人を立ち上げており、特に問題ないと思わ 

れます。 

  ○会長 

   ただ今の件につきまして、ご意見ご質問等ありましたらどうぞ。 

                【質問・意見なし】 

  ○会長 

   よろしいですか。それでは賛成の方の意見を求めます。 

                【全員挙手】 

  ○会長 

   全員賛成です。許可相当と認めます。2番をお願いします。 

 

○事務局説明 

   2番 上片桐 1筆 755㎡ 畑 所有権 

  ○大澤委員説明 

   譲受人は町外の方ですが、申請地は譲受人の奥さんの実家の隣接地で、他にも耕作し 

ている土地もあり、特に問題ないと思われます。 

  ○会長 

   ただ今の件につきまして、ご意見ご質問等ありましたらどうぞ。 

                【質問・意見なし】 

  ○会長 

   よろしいですか。それでは賛成の方の意見を求めます。 

                【全員挙手】 

  ○会長 

   全員賛成です。許可相当と認めます。議案第 1号は以上でございます。 

 

 

議案第２号 

  農地法施行規則第 29条第 1項の規定による届出に対する可否並びに意見決定について 

  ○会長 

   事務局より説明をお願いいたします。 

  ○事務局説明 

   1番 元大島 1筆 200㎡ 畑 農機具置場 

  ○松下（守）委員説明 

   令和 2年 8月に届出のあったものですが、当初計画していたものを建てる段階で建蔽 

率の問題が出てしまったため、今回の申請となりました。特に問題ないと思われます。 

  ○会長 

   ただ今の件につきまして、ご意見ご質問等ありましたらどうぞ。 



                【質問・意見なし】 

  ○会長 

   よろしいですか。それでは賛成の方の意見を求めます。 

                【全員挙手】 

  ○会長 

   全員賛成です。許可相当と認めます。議案第 2号は以上でございます。 

 

 

議案第３号 

  議案第 4条の規定による許可申請に対する可否並びに意見決定について 

  ○会長 

   事務局より説明をお願いいたします。 

  ○事務局説明 

   1番 大島 1筆 574㎡ 田 嵩上げ 

  ○松下会長説明 

   梨を作っていた農地で、現在は更地となっていますが、嵩上げをしてりんごを作りた 

いということです。特に問題ないと思われます。 

  ○会長 

   ただ今の件につきまして、ご意見ご質問等ありましたらどうぞ。 

                【質問・意見なし】 

  ○会長 

   よろしいですか。それでは賛成の方の意見を求めます。 

                【全員挙手】 

  ○会長 

   全員賛成です。許可相当と認めます。議案第 3号は以上でございます。 

 

 

議案第４号 

  議案第 5条の規定による許可申請に対する可否並びに意見決定について 

  ○会長 

   事務局より説明をお願いいたします。 

  ○事務局説明 

   1番 大島 1筆 343㎡ 畑 進入路・駐車場 

  ○松下会長説明 

   既に譲受人が利用してしまってた土地ですが、正式な手続きができておらず、所有権 

移転をしていないことが確認されたため、追認での申請となりました。 

  ○会長 

   ただ今の件につきまして、ご意見ご質問等ありましたらどうぞ。 

                【質問・意見なし】 



  ○会長 

   よろしいですか。それでは賛成の方の意見を求めます。 

                【全員挙手】 

  ○会長 

   全員賛成です。許可相当と認めます。2番をお願いします。 

 

  ○事務局説明 

   2番 元大島 1筆 468㎡ 畑 住宅・駐車場 

  ○大場委員説明 

   譲渡人と譲受人は親子関係であり、現在アパートで暮らしている息子が住宅を新築す 

るものです。特に問題ないと思われます。 

  ○会長 

   ただ今の件につきまして、ご意見ご質問等ありましたらどうぞ。 

                【質問・意見なし】 

  ○会長 

   よろしいですか。それでは賛成の方の意見を求めます。 

                【全員挙手】 

  ○会長 

   全員賛成です。許可相当と認めます。議案第 4号は以上でございます。 

 

 

 

  議案第５号 

  農業経営基盤強化促進法に基づく農用地利用集積計画について 

  ○会長 

   事務局より説明をお願いいたします。 

  ○事務局説明 

   利用権設定（   16件） 

   所有権移転（    0件） 

○会長 

   ただ今の件につきまして、ご意見ご質問等ありましたらどうぞ。 

                【質問・意見なし】 

  ○会長 

   よろしいですか。それでは賛成の方の意見を求めます。 

                【全員挙手】 

  ○会長 

   全員賛成です。許可相当と認めます。議案第 5号は以上でございます。 

 

 



（5）協議事項 

  ①委員からの協議事項 

   

  ②事務局からの協議事項 

  ・吉田俊道 氏 講演会について 

  事務局：今月の広報でご案内しましたが、3月 14日に計画しております講演会について 

ご協力いただければと思います。 

      2回目の講演会ですので、今回は食育を中心に講演をお願いしてあります。ま 

た、親子での農業体験として土づくりをして 6月にできた土にタネを植えるよ 

うに計画をしてあります。ぜひご協力いただければと思います。 

  ・高収益作物次期作支援交付金に関する質問状について 

  事務局：（資料参照）前回協議していただいたものについて、回答書を確認していただけ 

ればと思います。回答方法としては、農業委員会での協議内容と町からの回答 

書を提出する形で対応しました。 

  ・農業委員会への相談一覧 

  事務局：（資料参照）3ヶ月に 1回報告するようにしていましたが、昨年 6月からのもの 

になってしまいました。ご確認をお願いいたします。 

 

（6）営農支援センターから 

  事務局：トラクター等の農機具盗難の注意喚起をお願いします。また、道路へ果樹園の 

枝が出ている等の相談がありますので、ご相談等ありましたら対応の程よろし 

くお願いいたします。 

（資料参照）町内の農地貸借・売買の状況について、ご確認いただければとお 

もいます。 

先日、VC長野トライデンツというバレーボールチームの経営会社 VC長野クリ 

エイトスポーツの社長がみらいへお見えになり、現在選手は努めながらバレー 

をしている状況で、できれば会社の経営に農業を取り入れたいと考えていると 

のことで、松川でも農地を貸してくれる方や技術指導をしていただけるチャン 

スをいただければありがたいとのことでした。 

可能であれば、農業委員会で社長のお話をお聞きできる機会を設けられればと 

思っております。 

 

（7）閉会  ―宮島係長 閉会― 

 

以上会議の経過を記録し、相違ないことを証するため署名押印する。 

 

15番                     印        

 

16番                     印        


